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財 団 法 人  大 原 美 術 館 設 立 趣 意 書  

 

財 団 法 人 大 原 美 術 館 設 立 ノ 趣 旨 ハ 、 曩 ニ 私 設 大 原 美 術 館 ヲ 公 開 ス ル ニ 当 リ 、 昭 和 五 年 十 一 月 五 日

開 館 式 場 ニ 於 テ 大 原 孫 三 郎 ガ 公 表 セ ル 「 大 原 美 術 館 設 立 趣 意 書 」 ニ 明 示 セ シ 所 ニ シ テ 、 当 時 既 ニ

今 日 ヲ 予 想 公 約 セ ル モ ノ ナ リ 。 依 ツ テ 該 趣 意 書 ノ 全 文 ヲ 茲 ニ 添 附 シ 、 以 テ 本 館 設 立 ノ 動 因 並 ニ 本

館 所 蔵 ノ 芸 術 品 ト 設 立 者 ト ノ 関 係 ヲ 明 カ ニ セ ン ト ス 。 仍 チ 本 館 設 立 ノ 趣 旨 ハ 、 故 児 島 虎 次 郎 ガ 生

前 未 完 成 ノ 志 ヲ 尚 ソ ノ 死 後 ニ 於 テ 展 ベ シ メ ン ト ス ル モ ノ ニ シ テ 、 彼 ガ 磅  セ ル 精 神 力 ト 、 ソ ノ 不

退 転 ノ 努 力 ノ 結 晶 タ ル 遺 作 ト 、 ソ ノ 刻 苦 精 励 ラ 以 テ 蒐 集 セ ル 泰 西 ノ 絵 画 並 ニ 美 術 工 芸 品 ト ニ ヨ リ

テ 、 本 邦 芸 術 界 ニ 寄 与 ス ル 所 ア ラ ン コ ト ヲ 欲 ス ル 微 意 ニ 外 ナ ラ ズ 而 シ テ 、 本 館 公 開 以 来 四 ヶ 年 ノ

実 績 ハ 、 設 立 者 ヲ シ テ コ レ 等 ノ 企 図 ノ 従 事 ナ ラ ザ リ シ ヲ 確 信 セ シ メ タ リ 。 今 ヤ 本 館 ヲ 財 団 法 人 組

織 ニ 変 更 セ ン ト ス ル 所 以 ノ モ ノ ハ 、 ソ ノ 存 立 ノ 基 礎 ヲ 一 層 強 固 不 抜 ノ モ ノ ト シ 、 永 久 ニ 芸 術 報 国

ノ 誠 ヲ 致 サ ン ト ス ル ニ ア リ 。 共 同 設 立 者 児 島  一 郎 ハ 故 虎 次 郎 ノ 嗣 子 ニ シ テ 、 深 ク 大 原 孫 三 郎 ノ

趣 旨 ニ 賛 シ 、 且 ツ 先 考 ノ 余 栄 之 ニ 過 グ ル モ ノ ナ キ コ ト ヲ 欣 ビ 、 ソ ノ 遺 作 約 七 百 点 中 ヨ リ 各 時 代 ノ

代 表 作 品 壱 百 七 拾 余 点 ヲ 撰 出 提 供 シ テ 、 明 治 大 正 年 間 ニ 於 ケ ル 一 画 徒 ガ 研 鑽 ノ 足 跡 ヲ 示 シ 、 又 先

考 ガ 研 究 ノ 資 料 ト シ テ 蒐 集 シ 、 四 時 座 右 ニ 愛 蔵 シ テ  芸 術 的 感 奮 ノ 源 泉 ト ナ セ シ 所 ノ 遺 品 数 百 点

ヲ 寄 附 シ 、 以 テ 相 共 ニ 先 考 ノ 遺 志 ヲ 顕 彰 シ 、 斯 界 ニ 報 謝 セ ン ト ス ル モ ノ ナ リ 。  

   昭 和 十 年 一 月 二 十 一 日  

                      設 立 者     大  原  孫  三  郎  

                       同      児  島   一  郎  



附  大 原 美 術 館 設 立 趣 意 書  

 

私 が 此 度 小 規 模 な が ら 美 術 館 を 建 築 致 し ま し た の は 、 昨 年 亡 く な り ま し た 児 島 虎 次 郎 君 を 記 念 す

る 為 に 、 同 君 の 作 品 及 同 君 が 生 前 渡 欧 の 上 心 血 を 注 い で 蒐 集 致 し ま し た 泰 西 画 家 の 作 品 並 に 古 代

エ ジ プ ト の 古 芸 術 品 或 は 外 邦 古 陶 器 類 を 陳 列 す る 目 的 で あ り ま し て 、 聊 か な り と も 同 君 の 生 前 の

仕 事 が 斯 道 に 志 す 人 達 或 は 一 般 愛 好 者 の 御 役 に 立 て ば 仕 合 せ と 思 ひ ま す 。 私 は 児 島 君 が 始 め て 洋

画 に 志 を 立 て た 少 壮 の 頃 か ら 親 し く 交 り 来 つ た も の で あ り ま す が 、 そ の 生 涯 を 通 じ て 研 鑽 に 心 血

を 傾 倒 し た こ と は 誠 に 感 嘆 に 値 し た も の で あ り ま し て 、 君 を 知 る 何 人 も 嘆 称 措 か な か つ た 所 で 御

座 い ま す 。 先 年 三 度 目 の 欧 洲 留 学 か ら 帰 朝 し た 際 に 話 し た こ と で あ り ま す が 、 仏 蘭 西 画 壇 の 重 鎮

で あ っ て 、 同 君 を 多 年 指 導 し た ア マ ン ジ ャ ン 画 伯 が 「 君 の 技 は 今 迄 は 坦 々 た る 平 原 を 通 っ て 来 た

の で あ る が 、今 大 川 の 堤 に 到 達 し た の で あ る 。此 堤 迄 は 何 人 も 努 力 次 第 で 到 達 し 得 る の で あ る が 、

此 大 川 を 越 え て 彼 岸 に 達 す る に は 尋 常 一 様 の 努 力 で は 至 難 で あ る 。 」 と 切 に 発 奮 蹶 起 を 促 し た と

言 ふ 事 で あ り ま す 。 此 激 励 に は 深 く 感 動 し 堅 き 決 意 を 語 っ て 居 り ま し た 。 爾 来 、 益 々 日 に 夜 を 継

い で 研 究 に 心 を 砕 き ま し た 。 又 同 君 は 仏 国 サ ロ ン の 正 会 員 に 推 さ れ 、 毎 年 そ の 力 作 を 巴 里 の 展 覧

会 に 送 っ て 居 り ま し た 。 自 己 の 一 代 で は 至 難 で あ る が 、 将 来 日 本 人 が 世 界 の 檜 舞 台 に 名 を 成 す の

日 を 期 す と そ の 志 を 語 っ た こ と も あ り ま し た 。 君 は 又 常 に 自 分 は 研 究 の 中 途 で あ っ て 未 だ  

自 分 の 作 品 は 絵 と は 言 へ ぬ 。 仏 国 画 壇 で 四 十 五 十 は 青 年 で あ る 。 モ ネ 、 ル ノ ア ー ル の 如 き 大 家 は

七 十 八 十 に し て 尚 孜 々 と し て 力 作 に 没 頭 し て 居 る 。 自 分 も 六 十 に で も な れ ば 少 し は 絵 が か け る 様

に な る か も 知 れ ぬ と 語 っ た こ と も あ り ま す 。 此 泰 西 絵 画 の 蒐 集 も 君 自 身 の 参 考 資 料 と し て 少 し く

集 め た い と 言 ふ の が 其 動 機 で 御 座 い ま し た 。 君 は 天 禀 の 才 能 も あ り 、 勃 々 た る 青 雲 の 志 を 抱 き 之



に 懸 命 の 努 力 を つ づ け た の で あ り ま す か ら 、 若 し 今 後 十 年 二 十 年 の 天 寿 を 全 う す る こ と が 出 来 ま

し た ら 、 大 成 と 迄 に は 至 ら ず と も 今 少 し は 大 き な 仕 事 を 残 し た で あ り ま せ う に 、 春 秋 に 富 む 身 を

以 て 突 然 倒 れ た の は 誠 に 残 念 に 堪 へ ぬ 次 第 で あ り ま す 。 君 の 志 を 遂 げ さ せ る こ と の 出 来 な く な っ

た 今 日 、 せ め て 君 を 永 久 に 記 念 す る た め に 、 其 生 涯 の 努 力 を 語 る 作 品 と 君 が 斯 界 に 寄 与 せ ん こ と

を 希 っ て 蒐 集 し た も の と を 陳 列 公 開 す る こ と は 、 私 に 与 へ ら れ ま し た 義 務 で あ る よ う に 感 じ て 遂

に 此 館 を 造 り ま し た 。 将 来 此 美 術 館 が 少 し で も 世 に 貢 献 す る 所 が あ れ ば 児 島 君 も 地 下 に 満 足 す る

所 で あ り 、 私 の 微 意 も そ の 目 的 を 達 す る 次 第 で 御 座 い ま す 。 将 来 此 美 術 館 は 財 団 法 人 の 組 織 と し

て 永 久 に 存 続 せ し め た い 考 を 持 っ て 居 り ま す 。 尚 此 機 会 に 此 建 築 の 設 計 、 工 事 陳 列 其 他 特 別 な る

尽 力 に 預 り ま し た 諸 君 に 対 し 厚 く 感 謝 の 意 を 表 し ま す 。  

 

   昭 和 五 年 十 一 月 五 日  

                            大  原  孫  三  郎   

      



 財 団 法 人 大 原 美 術 館 寄 附 行 為  

 

                     昭 和 四 十 四 年 十 月 一 日 変 更 認 可  

                            平 成 十 六 年 六 月 二 十 一 日 変 更 認 可  

                     平 成 十 八 年 四 月 十 九 日 変 更 認 可  

                     平 成 十 九 年 三 月 十 五 日 変 更 認 可  

 

         第  一  章   目  的  及  事  業  

第  一  条   本 財 団 は 故 児 島 虎 次 郎 記 念 と し て 美 術 の 研 究 発 達 に 資 す る 為 次 の 事 項  
を 行 う こ と を 以 て 目 的 と す  

一 、  故 児 島 虎 次 郎 作 品 並 に 其 の 蒐 集 に 係 る 絵 画 、 美 術 品 等 の 保 管 を な す  
こと 

二 、  故 大 原 孫 三 郎 の 蒐 集 に 係 る 泰 西 絵 画 、 埃 及 古 美 術 品 、 外 邦 古 陶 器 等  
の 保 管 を な す こ と  

       三 、 絵 画 、 美 術 品 の 保 管 並 に 保 管 の 委 託 を 受 く る こ と  

       四 、 絵 画 、 美 術 品 を 陳 列 し 一 般 の 観 覧 に 供 す る こ と  

       五 、 美 術 に 関 す る 印 刷 物 を 刊 行 す る こ と  

       六 、 前 各 号 に 附 帯 す る 事 業 を な す こ と  

 

         第  二  章   名     称  



第  二  条   本 財 団 は 財 団 法 人 大 原 美 術 館 と 称 す  
 

         第  三  章   事  務  所  

第  三  条   本 財 団 は 事 務 所 を 岡 山 県 倉 敷 市 中 央 一 丁 目 一 番 十 五 号 に 置 く  

 

         第  四  章   資  産  及  会  計  

第  四  条   本 財 団 の 資 産 は 次 の も の よ り 成 る  

一 、  本 財 団 設 立 当 時 に 於 け る 設 立 者 の 寄 附 に 係 る 別 紙 財 産 目 録 記 載 の  
財 産  

二 、  本 財 団 設 立 と 同 時 に 故 大 原 総 一 郎 の 寄 附 に 係 る 別 紙 財 産 目 録 記 載  
の 土 地  

       三 、 本 財 団 設 立 後 の 寄 附 物 件  

       四 、 別 紙 入 館 規 定 に 依 る 観 覧 料 金  

       五 、 其 の 他 の 諸 収 入  

第  五  条   前 条 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 ぐ る 財 産 な ら び に 第 七 条 及 び 第 九 条 の 規 定  
に よ り 基 本 財 産 に 編 入 さ れ た 財 産 を 以 て 本 財 団 の 基 本 財 産 と す  

       基 本 財 産 は こ れ を 消 費 す る こ と を 得 ず  

       但 し 、 本 財 団 の 内 容 を 充 実 向 上 せ し む る 目 的 の 場 合 に 限 り 、 理 事 会 及 び 評 議 員 会

の 決 議 を 経 、 且 つ 主 務 官 庁 の 許 可 を 得 て 基 本 財 産 の 一 部 を 処 分 す る こ と が で き る  

第  六  条   本 財 団 の 資 産 は 理 事 会 及 評 議 員 会 の 決 議 を 経 て 理 事 長 之 を 管 理 す  



第  七  条   本 財 団 の 経 費 は 基 本 財 産 並 に 事 業 よ り 生 ず る 諸 収 入 及 其 の 他 の 収 入 を  
以 て 之 に 充 て 剰 余 あ る と き は 基 本 財 産 に 編 入 し 、 若 し く は 次 年 度 に 繰 越  
す こ と を 得  

第  八  条   本 財 団 は 其 の 目 的 を 賛 し 篤 志 家 よ り 金 品 寄 附 の 申 出 あ り た る と き は 、 之  
を 受 理 す る こ と を 得  

第  九  条   前 条 の 寄 附 は 理 事 会 の 決 議 を 経 て 、 其 の 一 部 若 し く は 全 部 を 基 本 財 産 に  
編 入 し 他 は 翌 年 度 の 収 入 に 繰 入 れ る も の と す  

       但 し 使 途 を 指 定 せ る 寄 附 は 此 の 限 り に あ ら ず  

第  十  条   本 財 団 の 歳 入 歳 出 予 算 は 、 年 度 開 始 前 理 事 長 之 を 作 成 し 、 評 議 員 会 の  
決 議 を 経 て 之 を 定 め 歳 入 歳 出 決 算 は 年 度 終 了 後 二 ヶ 月 以 内 に 理 事 長 之  
を 作 成 し 、 理 事 会 及 監 事 の 承 認 を 経 て 評 議 員 会 の 同 意 を 得 る も の と す  

第  十 一 条   本 財 団 の 会 計 年 度 は 毎 年 四 月 一 日 に 始 ま り 翌 年 三 月 三 十 一 日 に 終 る  

 

         第  五  章   役  員  及  職  員  

第  十 二 条   本 財 団 に 次 の 役 員 を 置 く  

       一 、 理  事  長        一 名  

       二 、 理    事        八 名 以 上 十 二 名 以 内  

                     （ 理 事 長 一 名 を 含 む ）  

       三 、 監    事        二 名  

第  十 三 条   一 、 理 事 長 は 理 事 の 互 選 と す  



         理 事 長 事 故 あ る と き は 、 あ ら か じ め 理 事 会 の 議 決 を 経 て 定 め た  
         順 序 に よ り 他 の 理 事 之 を 代 理 す  

二 、 理 事 の 互 選 に よ り 副 理 事 長 、 専 務 理 事 、 常 務 理 事 を 置 く こ と が  
         で き る  
第  十 四 条   理 事 は 評 議 員 会 に 於 い て 選 任 す  

第  十 五 条   監 事 は 理 事 会 、 評 議 員 会 の 決 議 に よ り 理 事 長 之 を 委 嘱 す  

       監 事 は 理 事 、 評 議 員 又 は 本 財 団 の 職 員 と 兼 ね て は な ら な い  

       理 事 の 内 に は 各 理 事 と そ の 配 偶 者 又 は 三 親 等 以 内 の 親 族 そ の 他 特 殊 の  
関 係 の あ る 者 の 合 計 数 が 理 事 総 数 の 三 分 の 一 を 越 え て 含 ま れ て は な ら  
な い  
監 事 は 相 互 に 配 偶 者 又 は 三 親 等 以 内 の 親 族 そ の 他 特 殊 の 関 係 が あ っ て  
は な ら な い  

第  十 六 条   理 事 及 監 事 の 任 期 は 二 年 と す  但 し 再 任 を 妨 げ ず  

       補 欠 に よ り 就 任 し た る 役 員 の 任 期 は 前 任 者 の 残 任 期 間 と す  

第  十 七 条   理 事 及 監 事 は 任 期 満 了 と 雖 後 任 者 の 就 任 す る 迄 は 尚 其 の 職 務 を 行 う  
も の と す  

第  十 八 条   本 財 団 は 有 給 の 職 員 を 置 く こ と を 得  

       前 項 職 員 は 理 事 長 之 を 任 免 す  

       監 事 に は そ の 地 位 に あ る 事 に 対 し て 、 報 酬 又 は 給 与 を 支 給 し な い  

第  十 九 条   役 員 及 職 員 の 職 務 は 次 の 通 り と す る  



一 、 理 事 長 は 本 財 団 を 代 表 し 業 務 を 総 轄 す  
二、 理 事 は 理 事 長 を 補 佐 し 、 本 財 団 の 業 務 を 執 行 す  

       三 、 監 事 は 本 財 団 の 業 務 を 監 査 す  

       四 、 職 員 は 理 事 長 の 命 に 依 り 本 財 団 の 業 務 に 従 事 す  

 

         第  六  章   会     議  

第  二 十 条   一 、 理 事 会 は 必 要 の 都 度 、 理 事 長 之 を 招 集 す  

二 、  理 事 長 は 、 理 事 総 数 の 三 分 の 二 以 上 の 理 事 か ら 会 議 に 付 議 す べ き  
事 項 を 示 し て 、 理 事 会 の 招 集 を 請 求 さ れ た 場 合 に は 、 そ の 請 求 の  
あ っ た 日 か ら 、 七 日 以 内 に こ れ を 招 集 し な け れ ば な ら な い  

三 、  理 事 長 が 前 項 の 規 定 に よ る 招 集 を し な い 場 合 に は 、 招 集 を 請 求 し た  
理 事 全 員 が 連 名 で 理 事 会 を 招 集 す る こ と が で き る  

         こ の 場 合 に お け る 理 事 会 の 議 長 は 出 席 理 事 の 互 選 に よ っ て 定 め る  

第 二 十 一 条   会 議 の 議 長 は 理 事 長 と す  

第 二 十 二 条   会 議 は 、 こ の 寄 附 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 の ほ か 、 理 事 総 数 の 三 分  
の 二 以 上 の 出 席 が な け れ ば 、 会 議 を 開 き 、 決 議 す る こ と が で き な い  

       こ の 場 合 に お い て 、 会 議 に 付 議 さ れ る 事 項 に つ き 書 面 を も っ て あ ら か じ  
め 意 思 を 表 示 し た 者 は 、 出 席 者 と み な す  

第 二 十 三 条   一 、 理 事 会 の 議 事 は 法 令 及 び こ の 寄 附 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除  
き 、 理 事 総 数 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 と な る と き は 、 議 長 の 決 す  



る と こ ろ に よ る  

       二 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て は 、 理 事 総 数 の 三 分 の 二 以 上 の 決 議 を 必 要  
と す る  

一 、  予 算 、 決 算 、 借 入 金 （ 当 該 会 計 年 度 内 の 収 入 を も っ て 償 還 す る  
一 時 の 借 入 金 を 除 く ） 及 重 要 な 資 産 の 処 分 に 関 す る 事 項  

         二 、 公 益 を 目 的 と す る 事 業 以 外 の 事 業 に 関 す る 事 項  

         三 、 幹 部 の 人 事 そ の 他 の 重 要 な 事 項  

       三 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て は 、 理 事 長 に お い て 評 議 員 会 の 同 意 を 得 な け

れ ば な ら な い  

第 二 十 四 条   監 事 は 本 財 団 の 諸 般 の 会 議 に 出 席 し 、 意 見 を 陳 ぶ る こ と を 得  

第 二 十 五 条   総 べ て 会 議 の 招 集 は 開 会 日 よ り 七 日 前 迄 に 会 議 の 目 的 た る 事 項 、 日 時 及  
場 所 を 当 該 議 員 に 通 達 し て 之 を 為 す  

       但 し 緊 急 止 む を 得 ざ る 場 合 は 此 の 限 り に あ ら ず  

 

           第 七 章  評議員及評議員会 

第二十六条  本財団に次の評議員を置く 

       一、評議員  十二名以上十八名以内 

第二十七条  設立当初の評議員は設立者之を委嘱す 

       死亡其の他の事由により将来新に評議員を委嘱する場合は評議員会及 

理事会の決議を経て理事長之を選任す 



第二十八条  評議員の任期は二年とす 但し再任を妨げず 

       補欠により就任したる評議員の任期は前任者の残任期間とす 

第二十九条  評議員は任期満了と雖後任者の就任する迄は尚其の職務を行うものとす 

第 三十条  評議員にはその地位にある事に対して、報酬又は給与を支給しない 

第三十一条  評議員は評議員会を組織し、本寄附行為の規定したる事項の外理事会に 

於て必要と認めたる事項を決議す 

第三十二条  一、評議員会は、評議員をもって構成す 

二、評議員会は理事長之を招集す 

三、評議員会の議長は出席評議員の互選とす 

四、第二十二条、第二十三条第一項、第二項、第二十五条は評議員会に於て 

準用す 

この場合、これらの規定中「理事」は「評議員」と、「会議」「理事会」 

は「評議員会」と読み替えるものとす 

 

         第  八  章   解     散   

第 三 十 三 条   本 財 団 は 理 事 及 評 議 員 全 部 の 決 議 を 得 、 主 務 官 庁 の 許 可 を 得 る に 非 ざ れ  
ば 合 併 又 は 解 散 す る こ と を 得 ず  

第 三 十 四 条   本 財 団 解 散 の 場 合 に 於 け る 資 産 の 処 分 方 法 は 理 事 全 員 及 評 議 員 四 分 の  
三 以 上 の 決 議 を 得 、 主 務 官 庁 の 許 可 を 受 け て 同 一 目 的 其 の 他 の 公 益 事 業  
を 行 な う 法 人 に 寄 附 す る も の と す  



 

         第  九  章   附     則  

第 三 十 五 条   本 寄 附 行 為 は 評 議 員 四 分 の 三 以 上 及 理 事 の 四 分 の 三 以 上 の 決 議 を 経 た  
る 上 主 務 官 庁 の 認 可 を 受 く る に 非 ざ れ ば 、 之 を 変 更 す る こ と を 得 ず  

第 三 十 六 条   本 財 団 の 事 業 遂 行 に 必 要 な る 規 則 は 、 理 事 会 及 評 議 員 会 の 決 議 を 経 て  
別 に 之 を 定 む  

第 三 十 七 条   設 立 当 初 の 理 事 は 設 立 者 之 を 定 む  

 
 

 
 
 
 

 


